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◇

従業員とその家族を招待↓た慰安旅行費用

Q:当社は、1泊2日程度の従業員慰安旅

行を計画しています。その際、従業員の家族

も招待しようと思っています。この費用の取

扱いについて教えてください。

A.:原則として福利厚生費に該当します。

【解説】

法人税の取扱いでは、もっぱら従業員のた

めに行われる運動会、演芸会、旅行等のため

に通常要する費用は、福利厚生費として取り

扱われ交際費には該当しないものとされてい

ます。

もともと交際費の支出の相手方となる会社

の事業関係者には、従業員はもちろん、その

従業員の家族も含まれるものと解されますか

ら、特定の従業員の家族を招待した旅行の費

用は、交際費に該当することになります。

ところで、従業員を対象に行う運動会は、

従業員のみならずその家族も含めたところで

行われるのが一般的ですが、家族の参加費用

も含めて運動会のために通常要する費用であ

る限り福利厚生費として取り扱われています。

これは、従業員の家族が参加することによ

って従業員に対する慰安効果がいっそう大き

くなると考えられるからです。

このことから、運動会に準ずる旅行、演芸

会等については、社会通念上相当であると認

められるものであれば、従業員の家族が参加

しても福利厚生費として取り扱われ、交際費

には該当しないものと思われます。
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